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「「「「労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法条文修正条文修正条文修正条文修正」」」」最新改正公告最新改正公告最新改正公告最新改正公告 

2018年 01月 10日立法院が三読し、同年 01月 31日大統領より公告し、同年 03月 01日か

ら施行する「労働基準法条文修正」を下表にまとめました。 

※※※※赤文字は改正赤文字は改正赤文字は改正赤文字は改正されたされたされたされた内容内容内容内容 

改正条文改正条文改正条文改正条文 

改正改正改正改正前の前の前の前の内容内容内容内容 

（（（（2016年年年年 12月月月月 31日日日日大統領大統領大統領大統領公告した公告した公告した公告した

条文を含める条文を含める条文を含める条文を含める）））） 

改正内容改正内容改正内容改正内容 

（（（（2018年年年年 01月月月月 31日日日日大統領公告した大統領公告した大統領公告した大統領公告した

条文条文条文条文）））） 

第第第第 24条条条条 使用者が、労働者の労働時間を延長した

場合、その延長労働時間の賃金は、下記

の基準により割増する。 

1. 延長労働時間が 2時間以内の場合、平

日 1 時間当たりの賃金額の 3 分の 1

以上割増する。 

2. 更に延長した労働時間が 2 時間以内

の場合、平日の 1時間当たりの賃金額

の 3分の 2以上割増する。 

3. 第 32条第第第第 3項項項項の規定により労働時間

を延長した場合、平日の 1時間当たり

の賃金額を倍にして支払う。（第 1項） 

使用者が労働者を第 36条に定める所定

休日に労働させるにあたり、労働時間が

2時間以内の場合、その賃金は、平日 1

時間当たりの賃金額にさらに 1と 3分の

1以上を加える。2時間労働後さらに連続

して労働する場合、平日 1時間当たりの

賃金額にさらに 1と 3分の 2以上を加え

る。（第 2項） 

前項の所定休日の労働時間及び賃金の前項の所定休日の労働時間及び賃金の前項の所定休日の労働時間及び賃金の前項の所定休日の労働時間及び賃金の

計算について、計算について、計算について、計算について、4 時間以内の場合、時間以内の場合、時間以内の場合、時間以内の場合、4 時時時時

間として計算する。間として計算する。間として計算する。間として計算する。4 時間を超えて時間を超えて時間を超えて時間を超えて 8 時時時時

間以内の場合、間以内の場合、間以内の場合、間以内の場合、8時間として計算する。時間として計算する。時間として計算する。時間として計算する。8

時間を超えて時間を超えて時間を超えて時間を超えて 12 時間以内の場合、時間以内の場合、時間以内の場合、時間以内の場合、12 時時時時

使用者が、労働者の労働時間を延長した

場合、その延長労働時間の賃金は、下記

の基準により割増する。 

1. 延長労働時間が 2時間以内の場合、平

日 1 時間当たりの賃金額の 3 分の 1

以上割増する。 

2. 更に延長した労働時間が 2 時間以内

の場合、平日の 1時間当たりの賃金額

の 3分の 2以上割増する。 

3. 第 32条第第第第 4項項項項の規定により労働時間

を延長した場合、平日の 1時間当たり

の賃金額を倍にして支払う。（第 1項） 

使用者が労働者を第 36条に定める所定

休日に労働させるにあたり、労働時間が

2時間以内の場合、その賃金は、平日 1

時間当たりの賃金額にさらに 1と 3分の

1以上を加える。2時間労働後さらに連続

して労働する場合、平日 1時間当たりの

賃金額にさらに 1と 3分の 2以上を加え

る。（第 2項） 

（（（（第第第第 3項削除項削除項削除項削除）））） 
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間として計算する。（第間として計算する。（第間として計算する。（第間として計算する。（第 3項）項）項）項） 

第第第第 32条条条条 使用者が労働者を通常労働時間以外に労

働させる必要がある場合、労働組合から

同意を得るか、事業単位に労働組合がな

い場合は労使会議により同意を得た後、

労働時間の延長を行うことができる。（第

1項） 

前項において使用者が延長する労働者の

労働時間は、通常労働時間と併せて 1日

について 12時間を超えてはならない。延

長した労働時間は、1ヶ月について 46時

間を超えてはならない。（第 2項） 

天災・事変又は突発的な事件のため、使

用者が労働者を通常労働時間以外に労働

させる必要がある場合、労働時間の延長

を行うことができる。但し、延長の開始

後 24 時間内に労働組合に通知しなけれ

ばならない。労働組合組織がない場合は、

管轄の主務機関に届出し審査を受けなけ

ればならない。延長した労働時間につい

て、使用者は、事後に労働者に適切な休

みを与えなければならない。（第 3項） 

坑内で勤務する労働者は、その労働時間

を延長することができない。但し、監視

を主とする労働、又は前項に定める事由

を有する場合は、この限りでない。（第 4

項） 

使用者が労働者を通常労働時間以外に労

働させる必要がある場合、労働組合から

同意を得るか、事業単位に労働組合がな

い場合は労使会議により同意を得た後、

労働時間の延長を行うことができる。（第

1項） 

前項において使用者が延長する労働者の

労働時間は、通常労働時間と併せて 1日

について 12時間を超えてはならない。延

長した労働時間は、1ヶ月について 46時

間を超えてはならない。但し、但し、但し、但し、使用者が使用者が使用者が使用者が

労働組合から労働組合から労働組合から労働組合からのののの同意を得るか、事業単位同意を得るか、事業単位同意を得るか、事業単位同意を得るか、事業単位

に労働組合がない場合は労使会議によに労働組合がない場合は労使会議によに労働組合がない場合は労使会議によに労働組合がない場合は労使会議によ

り同意を得た後、り同意を得た後、り同意を得た後、り同意を得た後、1ヶ月につきヶ月につきヶ月につきヶ月につき 54時間を時間を時間を時間を

超えない、超えない、超えない、超えない、3 ヶ月につきヶ月につきヶ月につきヶ月につき 138 時間を超え時間を超え時間を超え時間を超え

てはならないてはならないてはならないてはならない。（第。（第。（第。（第 2項）項）項）項） 

使用者使用者使用者使用者は、は、は、は、雇用する労働者の人数が雇用する労働者の人数が雇用する労働者の人数が雇用する労働者の人数が 30

人以上人以上人以上人以上であり、であり、であり、であり、前項前項前項前項但書の規定により但書の規定により但書の規定により但書の規定により労労労労

働者の労働時間を延長する場合は、働者の労働時間を延長する場合は、働者の労働時間を延長する場合は、働者の労働時間を延長する場合は、管轄管轄管轄管轄

の主務機関に届出の主務機関に届出の主務機関に届出の主務機関に届出をををを行わ行わ行わ行わなければならなければならなければならなければなら

ない。（第ない。（第ない。（第ない。（第 3項）項）項）項） 

天災・事変又は突発的な事件のため、使

用者が労働者を通常労働時間以外に労働

させる必要がある場合、労働時間の延長

を行うことができる。但し、延長の開始

後 24 時間内に労働組合に通知しなけれ

ばならない。労働組合組織がない場合は、

管轄の主務機関に届出し審査を受けなけ

ればならない。延長した労働時間につい

て、使用者は、事後に労働者に適切な休

みを与えなければならない。（第 4項） 

坑内で勤務する労働者は、その労働時間

を延長することができない。但し、監視

を主とする労働、又は前項に定める事由

を有する場合は、この限りでない。（第 5

項） 
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第第第第 32-1条条条条 新条文新条文新条文新条文 使用者が第使用者が第使用者が第使用者が第 32 条第条第条第条第 1 項及び第項及び第項及び第項及び第 2 項の規項の規項の規項の規

定により労働者の労働時間を延長した定により労働者の労働時間を延長した定により労働者の労働時間を延長した定により労働者の労働時間を延長した

場合、又は労働者が第場合、又は労働者が第場合、又は労働者が第場合、又は労働者が第 36 条に定める所条に定める所条に定める所条に定める所

定休日に労働させた場合、労働者自らの定休日に労働させた場合、労働者自らの定休日に労働させた場合、労働者自らの定休日に労働させた場合、労働者自らの

要望で代休を選択し、且つ使用者の同意要望で代休を選択し、且つ使用者の同意要望で代休を選択し、且つ使用者の同意要望で代休を選択し、且つ使用者の同意

を経て、労働者の労働時間に基づき代休を経て、労働者の労働時間に基づき代休を経て、労働者の労働時間に基づき代休を経て、労働者の労働時間に基づき代休

時数の計算をしなければならない。（第時数の計算をしなければならない。（第時数の計算をしなければならない。（第時数の計算をしなければならない。（第 1

項）項）項）項） 

前項代休の期限は、労使双方の協議に基前項代休の期限は、労使双方の協議に基前項代休の期限は、労使双方の協議に基前項代休の期限は、労使双方の協議に基

づく、代休の期限が満了又は契約の終止づく、代休の期限が満了又は契約の終止づく、代休の期限が満了又は契約の終止づく、代休の期限が満了又は契約の終止

により代休として未取得した時数は、労により代休として未取得した時数は、労により代休として未取得した時数は、労により代休として未取得した時数は、労

働時間の延長時間又は所定休日に労働働時間の延長時間又は所定休日に労働働時間の延長時間又は所定休日に労働働時間の延長時間又は所定休日に労働

させた賃金額の計算標準に基づき、賃金させた賃金額の計算標準に基づき、賃金させた賃金額の計算標準に基づき、賃金させた賃金額の計算標準に基づき、賃金

を支払わなければならない。賃金を支払を支払わなければならない。賃金を支払を支払わなければならない。賃金を支払を支払わなければならない。賃金を支払

わなかった場合、第わなかった場合、第わなかった場合、第わなかった場合、第 24 条の規定に違反条の規定に違反条の規定に違反条の規定に違反

したものとする。（第したものとする。（第したものとする。（第したものとする。（第 2項）項）項）項） 

第第第第 34条条条条 労働者の労働に交代勤務制を採用する場

合、その勤務シフトは、1週間に 1回交

替する。但し、労働者の同意を得た場合

は、この限りでない。（第 1項） 

前項によりシフトを交替するとき、少な

くとも（次の勤務までに）連続する 11

時間を休息期間としなければならない。

（第 2項） 

2016 年年年年 12 月月月月 6 日改正の前項の規定につ日改正の前項の規定につ日改正の前項の規定につ日改正の前項の規定につ

いて、その施行期日は、行政院で定める。いて、その施行期日は、行政院で定める。いて、その施行期日は、行政院で定める。いて、その施行期日は、行政院で定める。

（第（第（第（第 3項）項）項）項） 

労働者の労働に交代勤務制を採用する場

合、その勤務シフトは、1週間に 1回交

替する。但し、労働者の同意を得た場合

は、この限りでない。（第 1項） 

前項によりシフトを交替するとき、少な

くとも（次の勤務までに）連続する 11

時間を休息期間としなければならない。

但し、但し、但し、但し、仕事の特性又は特別な理由で、中仕事の特性又は特別な理由で、中仕事の特性又は特別な理由で、中仕事の特性又は特別な理由で、中

央目的事業主務機関より中央主務機関央目的事業主務機関より中央主務機関央目的事業主務機関より中央主務機関央目的事業主務機関より中央主務機関

に請求し公告させる場合は、休息期間をに請求し公告させる場合は、休息期間をに請求し公告させる場合は、休息期間をに請求し公告させる場合は、休息期間を

連続する連続する連続する連続する 8時間時間時間時間を下回らないようにを下回らないようにを下回らないようにを下回らないように変更変更変更変更

することがすることがすることがすることができる。できる。できる。できる。（第（第（第（第 2項）項）項）項） 

使用者が使用者が使用者が使用者が前項但書の規定により休息期前項但書の規定により休息期前項但書の規定により休息期前項但書の規定により休息期

間を変更する場合は、労働組合から同意間を変更する場合は、労働組合から同意間を変更する場合は、労働組合から同意間を変更する場合は、労働組合から同意

を得るか、事業単位に労働組合がない場を得るか、事業単位に労働組合がない場を得るか、事業単位に労働組合がない場を得るか、事業単位に労働組合がない場

合は労使会議により同意を得た後、変更合は労使会議により同意を得た後、変更合は労使会議により同意を得た後、変更合は労使会議により同意を得た後、変更

することができる。することができる。することができる。することができる。雇用する労働者の人雇用する労働者の人雇用する労働者の人雇用する労働者の人

数が数が数が数が 30 人以上人以上人以上人以上の場合はの場合はの場合はの場合は、、、、所在地を管轄所在地を管轄所在地を管轄所在地を管轄

するするするする主務機関に届出し主務機関に届出し主務機関に届出し主務機関に届出してててて審査を受けな審査を受けな審査を受けな審査を受けな
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ければならない。（第ければならない。（第ければならない。（第ければならない。（第 3項）項）項）項） 

第第第第 36条条条条 労働者は、7日につき 2日の休みを有し、

うち 1 日を法定休日とし、1 日を所定休

日としなければならない。（第 1項） 

使用者が次の事由のいずれかに該当する

場合、前項に規定の制限を受けない。 

1. 第 30条第 2項の規定により通常労働

時間を変更する場合、労働者は、7日

につき少なくとも 1 日の法定休日を

有し、2週間を通じて法定休日及び所

定休日は少なくとも 4 日としなけれ

ばならない。 

2. 第 30条第 3項の規定により通常労働

時間を変更する場合、労働者は、7日

につき少なくとも 1 日の法定休日を

有し、8週間を通じて法定休日及び所

定休日は少なくとも 16日としなけれ

ばならない。 

3. 第 30-1 条の規定により通常労働時間

を変更する場合、労働者は、2週間に

つき少なくとも 2 日の法定休日を有

し、4週間を通じて法定休日及び所定

休日は少なくとも 8 日としなければ

ならない。（第 2項） 

使用者が労働者を休日に労働させる時間

は、第 32条第 2項に定める延長労働時間

の総数に算入する。但し、天災・事変又

は突発的な事件のため、使用者が労働者

を休日に労働させる必要がある場合、そ

の労働時間数は、第 32条第 2項に規定の

制限を受けない。（第 3項） 

労働者は、7日につき 2日の休みを有し、

うち 1 日を法定休日とし、1 日を所定休

日としなければならない。（第 1項） 

使用者が次の事由のいずれかに該当する

場合、前項に規定の制限を受けない。 

1. 第 30条第 2項の規定により通常労働

時間を変更する場合、労働者は、7日

につき少なくとも 1 日の法定休日を

有し、2週間を通じて法定休日及び所

定休日は少なくとも 4 日としなけれ

ばならない。 

2. 第 30条第 3項の規定により通常労働

時間を変更する場合、労働者は、7日

につき少なくとも 1 日の法定休日を

有し、8週間を通じて法定休日及び所

定休日は少なくとも 16日としなけれ

ばならない。 

3. 第 30-1 条の規定により通常労働時間

を変更する場合、労働者は、2週間に

つき少なくとも 2 日の法定休日を有

し、4週間を通じて法定休日及び所定

休日は少なくとも 8 日としなければ

ならない。（第 2項） 

使用者が労働者を休日に労働させる時間

は、第 32条第 2項に定める延長労働時間

の総数に算入する。但し、天災・事変又

は突発的な事件のため、使用者が労働者

を休日に労働させる必要がある場合、そ

の労働時間数は、第 32条第 2項に規定の

制限を受けない。（第 3項） 

中央目的事業主務機関の同意を得る、且中央目的事業主務機関の同意を得る、且中央目的事業主務機関の同意を得る、且中央目的事業主務機関の同意を得る、且

つ中央主務機関より指定する業別は、使つ中央主務機関より指定する業別は、使つ中央主務機関より指定する業別は、使つ中央主務機関より指定する業別は、使

用者が第１項、第用者が第１項、第用者が第１項、第用者が第１項、第 2項第項第項第項第 1号及び第号及び第号及び第号及び第 2号号号号

に定める法定休日は、に定める法定休日は、に定める法定休日は、に定める法定休日は、7 日日日日おきおきおきおきにつき調につき調につき調につき調

整することができる。（第整することができる。（第整することができる。（第整することができる。（第 4項）項）項）項） 

前項に定める法定休日の調整は、前項に定める法定休日の調整は、前項に定める法定休日の調整は、前項に定める法定休日の調整は、労働組労働組労働組労働組
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合から同意を得るか、事業単位に労働組合から同意を得るか、事業単位に労働組合から同意を得るか、事業単位に労働組合から同意を得るか、事業単位に労働組

合がない場合は労使会議により同意を合がない場合は労使会議により同意を合がない場合は労使会議により同意を合がない場合は労使会議により同意を

得た後、得た後、得た後、得た後、調整することができる。調整することができる。調整することができる。調整することができる。使用者使用者使用者使用者

が雇用する労働者の人数がが雇用する労働者の人数がが雇用する労働者の人数がが雇用する労働者の人数が 30 人以上の人以上の人以上の人以上の

場合場合場合場合は、所在地を管轄するは、所在地を管轄するは、所在地を管轄するは、所在地を管轄する主務機関に届主務機関に届主務機関に届主務機関に届

出し審査を受けなければならない。（第出し審査を受けなければならない。（第出し審査を受けなければならない。（第出し審査を受けなければならない。（第 5

項）項）項）項） 

第第第第 37条条条条 内政部が定める休みとすべき記念日・節

日・労働節及びその他中央主務機関が指

定する休みと休みと休みと休みとするするするする日は、休日としなけれ

ばならない。（第 1項） 

2016 年 12 月 6 日改正の前項の規定は、

2017年 1月 1日より施行する。（第 2項） 

内政部が定める休みとすべき記念日・節

日・労働節及びその他中央主務機関が指

定する休みとすべき休みとすべき休みとすべき休みとすべき日は、休日としなけ

ればならない。（第 1項） 

2016 年 12 月 6 日改正の前項の規定は、

2017年 1月 1日より施行する。（第 2項） 

第第第第 38条条条条 労働者が同一の使用者の下又は事業単位

において、一定期間継続勤務した場合、

下記の規定により特別休暇を与えなけれ

ばならない。 
1. 6ヶ月以上 1年未満の場合、3日。 
2. 2. 1年以上 2年未満の場合、7日。 
3. 2年以上 3年未満の場合、10日。 
4. 3年以上 5年未満の場合、毎年 14日。 
5. 5年以上 10年未満の場合、毎年 15日。 
6. 10年以上の場合、1年ごとに 1日を加
算し、加算は 30日までとする。（第 1
項） 

前項の特別休暇の日は、労働者が指定す

る。但し、使用者が企業経営上の切迫し

た求めにより、又は労働者個人の要因に

より、相手方と協議のうえ調整すること

ができる。（第 2項） 
使用者は、労働者が第 1項に定める特別
休暇の条件に適合するとき、労働者に前

二項の規定により特別休暇を指定するよ

う告知しなければならない。（第 3項） 
労働者の特別休暇は、年度終了又は契約

終止のために特別休暇を消化していない

日数について、使用者は、賃金を支払わ

なければならない。（第 4項） 

労働者が同一の使用者の下又は事業単位

において、一定期間継続勤務した場合、

下記の規定により特別休暇を与えなけれ

ばならない。 
1. 6ヶ月以上 1年未満の場合、3日。 
2. 2. 1年以上 2年未満の場合、7日。 
3. 2年以上 3年未満の場合、10日。 
4. 3年以上 5年未満の場合、毎年 14日。 
5. 5年以上 10年未満の場合、毎年 15日。 
6. 10年以上の場合、1年ごとに 1日を加
算し、加算は 30日までとする。（第 1
項） 

前項の特別休暇の日は、労働者が指定す

る。但し、使用者が企業経営上の切迫し

た求めにより、又は労働者個人の要因に

より、相手方と協議のうえ調整すること

ができる。（第 2項） 
使用者は、労働者が第 1項に定める特別
休暇の条件に適合するとき、労働者に前

二項の規定により特別休暇を指定するよ

う告知しなければならない。（第 3項） 
労働者の特別休暇は、年度終了又は契約

終止のために特別休暇を消化していない

日数について、使用者は、賃金を支払わ

なければならない。但し、労使双方の協但し、労使双方の協但し、労使双方の協但し、労使双方の協
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使用者は、労働者が毎年の特別休暇の期

日及び未消化の日数に発した賃金額を第

23条に定める労働者の賃金台帳に記載
するほか、毎年期日を定めその内容を書

面で労働者に通知しなければならない。

（第 5項） 
労働者が本条により権利を主張すると

き、使用者がその権利は存在しないと認

める場合、立証責任を負わなければなら

ない。（第 6項） 

2016 年年年年 12 月月月月 6 日改正の本条の規定は、日改正の本条の規定は、日改正の本条の規定は、日改正の本条の規定は、

2017年年年年 1月月月月 1日より施行する。日より施行する。日より施行する。日より施行する。（第（第（第（第 7項）項）項）項） 

議のうえ、年度終了時の消化していない議のうえ、年度終了時の消化していない議のうえ、年度終了時の消化していない議のうえ、年度終了時の消化していない

日数の使用を翌年に遅日数の使用を翌年に遅日数の使用を翌年に遅日数の使用を翌年に遅延する場合、翌年延する場合、翌年延する場合、翌年延する場合、翌年

の年度終了又は契約終止時に未消化のの年度終了又は契約終止時に未消化のの年度終了又は契約終止時に未消化のの年度終了又は契約終止時に未消化の

日数について、使用者は、賃金を支払わ日数について、使用者は、賃金を支払わ日数について、使用者は、賃金を支払わ日数について、使用者は、賃金を支払わ

なければならない。（第なければならない。（第なければならない。（第なければならない。（第 4項）項）項）項） 
使用者は、労働者が毎年の特別休暇の期

日及び未消化の日数に発した賃金額を第

23条に定める労働者の賃金台帳に記載
するほか、毎年期日を定めその内容を書

面で労働者に通知しなければならない。

（第 5項） 
労働者が本条により権利を主張すると

き、使用者がその権利は存在しないと認

める場合、立証責任を負わなければなら

ない。（第 6項） 

（第（第（第（第 7項項項項削除削除削除削除）））） 

第第第第 86条条条条 本法律は、公布日から施行する。但し、

2000年年年年 6月月月月 28日改定公布の第日改定公布の第日改定公布の第日改定公布の第 30条第条第条第条第 1

項及び第項及び第項及び第項及び第 2項の規定は、項の規定は、項の規定は、項の規定は、2001年年年年 1月月月月 1日日日日

から施行する。（第から施行する。（第から施行する。（第から施行する。（第 1項）項）項）項） 

本法律が 2015年 1月 20日にて改正した

条文は、公布日から施行する。但し、第

28条第 1項は公布してから 8ヵ月後に施

行する。（第 2項） 

本法律が 2015年 5月 15日にて改正した

条文は、2016年 1月 1日から施行する。

（第 3項） 

本法律は、公布日から施行する。（第本法律は、公布日から施行する。（第本法律は、公布日から施行する。（第本法律は、公布日から施行する。（第 1

項）項）項）項） 

本法律本法律本法律本法律におけるにおけるにおけるにおける、、、、2000 年年年年 6 月月月月 28 日日日日にてにてにてにて

改定公布の第改定公布の第改定公布の第改定公布の第 30 条第条第条第条第 1 項及び第項及び第項及び第項及び第 2 項の項の項の項の

条文条文条文条文は、は、は、は、2001年年年年 1月月月月 1日から施行日から施行日から施行日から施行するするするする。。。。

2015 年年年年 2月月月月 4日にて日にて日にて日にて改定公布の改定公布の改定公布の改定公布の第第第第 28条条条条

第第第第 1項項項項の条文は、の条文は、の条文は、の条文は、公布してから公布してから公布してから公布してから 8ヵ月後ヵ月後ヵ月後ヵ月後

に施行する。に施行する。に施行する。に施行する。2015年年年年 6月月月月 3日にて日にて日にて日にて改定公改定公改定公改定公

布の布の布の布の条文は、条文は、条文は、条文は、2016年年年年 1月月月月 1日から施行す日から施行す日から施行す日から施行す

る。る。る。る。2016年年年年 12月月月月 21日にて改定公布の第日にて改定公布の第日にて改定公布の第日にて改定公布の第

34条第条第条第条第 2項の施行日は、行政院で定め、項の施行日は、行政院で定め、項の施行日は、行政院で定め、項の施行日は、行政院で定め、

第第第第 37条及び第条及び第条及び第条及び第 38条は、条は、条は、条は、2017年年年年 1月月月月 1日日日日

から施行する。（第から施行する。（第から施行する。（第から施行する。（第 2項）項）項）項） 

本法律が本法律が本法律が本法律が 2018年年年年 1月月月月 10日にて改正した日にて改正した日にて改正した日にて改正した

条文は、条文は、条文は、条文は、2018 年年年年 3 月月月月 1 日から施行する。日から施行する。日から施行する。日から施行する。

（第（第（第（第 3項）項）項）項） 

 

 

2018年 01月 31日大統領より公告後、同年 03月 01日から施行する現行の労働基準法（以

下「2018年新法」という）に基づき、延長労働時間の賃金計算方式を下表にまとめました。 
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延長労働時間は正常労働時間（以下「出勤日」という、8時間で計算する）以外の労働時間

の延長

1
、内政部が定める休みとすべき記念日、節日、労働節及びその他中央主務機関が指

定する休みとすべき日

2
（以下「国定休日」という）に出勤する、特別休暇

3
に出勤する、休

日

4
に出勤する及び法定休日

5
に出勤することに分けられる。 

 

延長労働時間延長労働時間延長労働時間延長労働時間 出勤出勤出勤出勤日日日日 
国定国定国定国定休日休日休日休日 

特別休暇特別休暇特別休暇特別休暇 
所定所定所定所定休休休休日日日日 法定休日法定休日法定休日法定休日 

8時間 

以内 

前 2時間  
1 

1.34 
1+代休 

後 6時間 1.67 

第 9～10時間 1.34 1.34 2.67 2 

第 11～12時間 1.67 1.67 2.67 2 

說明 

� 倍率について

2018年新法で

は修正なし

6
。 

� 第 9 ～10時間

は 1.34、第 11

時間から 1.67

の率で割増す

る。 

�倍率について

2018 年新法で

は修正なし。 

� 8時間以内は、

一日の賃金を

支払い、第 9

時間以降は労

働時間延長の

率で計算する

（1.34、1.67）。 

� 条文改正する

前の 4 時間以

内の場合、4時

間として計算

する。この計算

方式で 12時間

まで類推する。 

� 2018 年新法の

規定に基づき、

延長労働時間

は実際の時数

によって計算

する（前の「1

時間の出勤に

つき 4 時間の

賃金を支払う」

�倍率について

2018 年新法で

は修正なし。 

�天災、事変又は天災、事変又は天災、事変又は天災、事変又は

突発的な事件突発的な事件突発的な事件突発的な事件

がある場合に

限り、出勤でき

る。使用者が事

後に代休 1 日

を与え、且つ

24 時間内に所

在地の主務機

関に届出して

審査を受けな

ければならな

い。 

                                                 
1 労働基準法第 32條 
2 労働基準法第 37條 
3 労働基準法第 38條 
4 労働基準法第 36條 
5 注 4と同様とする。 
6 2018 年の新法は第 32-1 条を増定し、当該規定に基づき、出勤日に労働を延長させた場合は、労働者自らの
要望で代休を選択し、且つ使用者の同意を経て、労働者の労働時間によって代休時数の計算をする。 
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などの規定を

削除した）。倍

率については

修正なし

7
。 

� 最初の 2 時間

は 1.34、第 3～

8時間は 1.67、

第 9 時間以降

は 2.67 の率で

割増する。 

� 8 時間以内に 1

日の賃金、第 9

時間以降は倍

にして支払う。 

 

                                                 
7 2018 年の新法は第 32-1 条を増定し、当該規定に基づき、出勤日に労働を延長させた場合は、労働者自らの
要望で代休を選択し、且つ使用者の同意を経て、労働者の労働時間によって代休時数の計算をする。 


